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2 . 食品への放射線照射に関する世界各国・国際機関の規制及びその運用状況の調査

2.1 調査の概要

食品への放射線照射に関する世界各国・国際機関の規制（規制当局、根拠法令とその内

容等）及びその運用状況を把握するため、各国の政府機関（管轄機関）を対象とするアン

ケート調査（中国についてはインタビュー調査）や各機関のホームページ等を通じた公開

情報の調査を実施した。あわせて、照射食品に係る統計資料を収集・整理した。

2.1.1 調査の実施対象国及び機関

調査の実施対象については、食品への放射線照射に関する規制を実施している、もしく

は検討している国、照射食品の流通量・輸出入量が多いと想定される国を中心に抽出した。

調査対象として抽出した地域、国、国際機関は表 2-1 の通りである。

表 2-1 食品への放射線照射に関する情報収集調査の実施対象

北南米地域 米国, カナダ, チリ, ブラジル

欧州地域
EU, アイルランド, イギリス, イタリア, オランダ, スペイン, チェ
コ, ドイツ, ハンガリー, フランス, ベルギー, ポーランド, アイスラ
ンド

アジア地域
中国, 台湾, 韓国, インド, ASEAN, インドネシア, シンガポール, タ
イ, フィリピン, ベトナム, マレーシア

オセアニア オーストラリア, ニュージーランド
国際機関 Codex, FAO, IAEA, OECD, WHO

2.1.2 調査項目

本調査では、以下を調査項目とした。

(1) 食品照射に関する法規制・ガイドライン等の有無及びその概要

(2) 照射認可品目、照射目的、許可されている線量、年間照射量

(3) 照射食品の表示制度

(4) 照射施設の管理

(5) 照射食品の記録

(6) 照射食品のモニタリング制度及び検知法

(7) 照射食品の輸入状況

(8) その他（違反した際の罰則、規制の変更の提案等）

なお、国際機関に対しては、上記のうち、(1)食品照射のガイドラインの有無、(6)照射食

品の検知法及び安全性に関する報告書等の発表状況を調査項目とした。


